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民
事
法
ノ
璽
卜

昭
和
二
五
年
三
月
ー
六
月
分

一
民

法
「

－
、
法
　
　
令

　
1
　
民
法
の
一
部
改
正
ー
－
精
神
衛
生
法
（
流
蜜
薯
葬
）
附
則
に
よ
り
、
民

法
第
八
五
八
條
コ
項
中
「
、
叉
は
私
宅
に
監
置
す
」
が
創
ら
れ
た
。
．
こ
の
法
律

は
「
精
稗
障
害
者
の
治
療
及
び
保
護
を
行
い
、
且
つ
、
そ
の
叢
生
の
豫
防
に
努

め
る
こ
と
」
（
襯
噛
）
を
主
眼
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
精
神
衛
生
鑑
定
讐

の
診
察
に
よ
つ
て
馨
療
お
よ
び
保
護
の
た
め
入
院
の
必
要
が
あ
る
と
み
と
め
ら

れ
た
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
都
道
府
縣
設
置
の
精
神
病
院
（
襯
四
）
ま

た
は
こ
れ
に
準
ず
る
施
設
に
牧
容
し
、
私
宅
監
置
を
み
と
め
な
い
こ
と
と
し
て

㌧
る
（
鵬
細
）
。
そ
こ
で
禁
治
産
後
見
人
の
職
務
か
ら
、
私
宅
監
置
が
除
か
れ
た
の

で
あ
る
。
帥
日
施
行
。
，

　
2
　
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
塵
理
法
の
準
用
の
撞
大
1
1
本
年
四
月
三
日

お
よ
び
＝
一
百
に
お
こ
つ
た
熱
海
市
の
火
災
に
つ
い
て
も
、
同
法
が
準
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
つ
た
。
【
，
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
威
理
法
第
二
十
五
條
の
二
の

災
害
及
び
同
條
の
規
定
を
適
用
す
る
地
匠
を
定
め
る
法
律
」
（
浅
観
酷
却
馳
）
が

そ
の
地
匠
を
定
め
て
い
る
。
帥
、
日
施
行
。

　
3
　
戸
籍
法
の
一
部
改
正
ー
新
國
籍
法
制
定
に
感
じ
て
、
戸
籍
法
の
一
部

が
改
め
ら
れ
た
。
「
國
籍
法
の
施
行
に
俘
う
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

　
　
　
　
風
事
法
ノ
；
ト

法
律
」
（
に
飯
酷
ん
拠
）
が
そ
れ
で
、
戸
籍
法
第
一
〇
二
條
な
し
し
第
一
〇
六
條

が
全
面
的
に
改
め
ら
れ
、
四
力
條
に
整
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
も
つ
と
も
、

内
容
的
に
み
る
ノ
と
、
奮
規
定
第
一
〇
四
條
一
項
・
二
項
お
よ
び
第
一
〇
五
條
一

項
は
、
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
定
第
一
〇
コ
條
お
よ
び
第
一
〇

三
條
と
な
り
、
別
に
新
第
一
〇
四
傑
は
、
新
國
籍
法
第
九
條
の
國
籍
留
保
り
場

合
に
つ
い
て
、
ま
た
新
第
一
〇
五
條
は
、
官
廃
ま
た
は
公
署
が
國
籍
喪
失
者
を

叢
見
し
た
場
合
の
、
本
籍
市
町
村
長
に
封
す
る
報
告
義
務
に
つ
㌧
て
、
定
め
て

い
る
。
新
第
一
〇
六
條
は
「
創
除
」
と
さ
れ
て
い
る
。
施
行
は
七
月
一
日
。

　
4
　
戸
籍
法
施
仔
規
則
の
一
部
改
正
ー
戸
籍
簿
や
除
籍
簿
の
記
載
順
序

は
、
戸
籍
法
施
行
規
則
第
六
條
一
項
に
よ
る
と
、
「
い
偽
は
順
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
が
「
勘
同
勺
幻
糊
順
」
で
も
よ
い
こ
と
と
さ
れ
た
ほ
か
、
附
録
第
七

號
の
戸
籍
記
載
例
が
、
主
と
し
て
國
籍
關
係
の
鮎
で
董
十
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。

六
月
一
ご
百
法
務
府
令
七
〇
號
、
七
月
一
日
施
行
。

二
、
判
　
　
例

　
1
　
實
質
的
に
は
地
上
灌
を
有
せ
ず
、
軍
に
登
記
簿
上
表
見
的
に
地
上
灌
者

と
し
て
表
示
さ
れ
て
㌧
る
に
す
ぎ
な
い
者
は
、
時
効
に
よ
り
右
土
地
に
つ
い
て

地
上
灌
を
取
得
し
た
者
に
封
し
そ
の
登
記
の
欠
敏
を
も
つ
て
封
抗
し
う
る
か
ー

ー
昭
和
コ
四
年
九
月
コ
七
日
最
高
到
（
騒
隔
漏
臨
駝
）
は
n
こ
れ
を
否
定
し
、
「
上
告
人

は
架
塞
の
権
利
を
有
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
實
腔
上
の
権
利

を
取
得
し
た
被
上
告
人
に
封
し
て
は
、
そ
の
登
記
の
欠
敏
を
主
張
し
得
な
い
も

の
で
あ
る
」
と
到
示
し
て
い
る
。
民
法
第
一
七
七
條
に
い
わ
ゆ
る
「
第
三
者
」

を
、
「
登
記
の
欠
峡
を
主
張
す
る
に
つ
き
正
當
の
利
釜
を
有
す
る
第
三
者
」
と
し

て
制
限
的
に
解
し
て
き
た
到
例
の
傳
統
的
立
場
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
つ
ぐ
も
の

で
あ
る
。
わ
が
民
法
上
、
登
記
に
は
公
信
力
が
あ
た
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
輩
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
（
四
八
鱒
）



　
　
　
良
事
法
ノ
ー
ト

る
物
灌
鍵
動
の
封
抗
要
件
と
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
取
引
保
護
の
機
能
が
負
わ
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
判
例
の
立
場
は
正
當
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
2
　
費
買
契
約
書
に
「
買
主
本
契
約
ヲ
不
履
行
ノ
時
ハ
手
附
金
ハ
費
主
二
於

テ
没
牧
シ
、
返
却
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
費
主
不
履
行
ノ
時
ハ
買
主
へ
既
牧

手
附
金
ヲ
返
還
ス
ル
ト
同
時
二
手
附
金
ト
同
額
ヲ
違
約
金
ト
シ
テ
別
に
賠
償
シ

以
テ
各
損
害
補
償
二
供
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
」
と
し
う
條
項
が
あ
つ
た
場
合
、
民
法

第
五
五
七
條
の
適
用
は
排
除
せ
ら
れ
る
か
ー
い
わ
ゆ
る
手
附
契
約
の
解
縄
に

關
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
昭
和
＝
四
年
一
〇
月
四
日
最
高
判
（
騒
隔
覗
牒
駝
）
は
、

こ
れ
を
消
極
的
に
解
し
、
「
右
（
契
約
書
の
）
第
九
條
の
趣
旨
と
民
法
の
規
定
と

は
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
十
分
爾
立
し
得
る
も
の
だ
か
ら
同
條
は
た
と
え

其
文
字
通
り
の
合
意
が
眞
實
あ
つ
た
も
の
と
し
て
も
こ
れ
を
以
て
民
法
の
規
定

に
封
す
る
反
封
の
意
思
表
示
と
見
る
こ
と
は
出
來
な
い
」
と
到
示
し
た
。
す
な

わ
ち
、
手
附
に
つ
い
て
、
契
約
書
に
右
の
よ
う
な
條
項
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、

な
お
民
法
第
五
五
七
條
の
適
用
が
あ
り
、
し
た
が
つ
て
解
除
権
の
留
保
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
費
主
は
、
い
わ
ゆ
る
「
手
附
倍
返
し
」
に
よ
つ
て
解
除
を
な
し
ろ

る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
が
ん
ら
い
手
附
は
、
鐙
約
手
附
・
違
約
手
附
・
解

約
手
附
な
ど
に
匠
別
さ
れ
て
い
る
が
、
實
は
そ
れ
ら
は
理
論
上
一
慮
の
匠
別
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
事
實
上
あ
る
手
附
が
何
れ
の
種
類
の
手
附
に
ぞ
く
す

る
か
は
、
識
別
す
る
に
困
難
な
場
合
が
多
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
こ

に
は
多
く
の
共
通
性
が
ふ
く
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
如
上
の
匠
別
は
輩
に
翻
念
的

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
も
い
え
よ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
手
附
を
も
つ
て
一
感

解
約
手
附
な
り
と
し
て
㌧
る
第
五
五
七
條
の
適
用
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
解

除
権
の
留
保
を
し
な
い
旨
の
と
く
に
明
ら
か
な
意
思
表
示
ま
た
は
取
引
慣
習
の

存在を

必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
四
八
二
）

　
と
こ
ろ
で
、
上
告
理
由
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
右
條
項
の
記
載
あ

る
契
約
書
は
、
一
般
民
間
に
販
費
さ
れ
て
い
る
費
買
謹
書
を
利
用
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
、
右
手
附
を
と
く
に
蓮
約
手
附
と
し
、
解
約
手
附
た
ら
し
め

ぬ
と
す
る
積
極
的
な
合
意
が
あ
る
こ
と
は
み
ら
れ
な
い
ぱ
か
り
で
な
く
、
さ
ら

に
被
上
告
人
の
訊
問
の
結
果
で
は
、
當
事
者
自
身
右
條
項
を
も
つ
て
必
ず
L
も

ハ
ヅ
キ
リ
し
た
違
約
手
附
の
特
約
と
は
理
解
し
て
い
な
か
つ
た
」
弓
に
推
測
さ

れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
吉
川
氏
の
上
告
理
由
は
綿
密
で
あ
り
、
到
旨
が
「
要

す
る
に
原
審
の
暴
示
し
た
資
料
で
は
前
記
民
法
規
定
の
適
用
排
除
の
意
思
表
示

が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
つ
て
…
…
」
と
し
て
原
到
決

を
破
殿
し
た
の
は
、
全
く
當
然
の
態
度
で
あ
ろ
う
。

　
3
　
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
虞
理
法
第
一
四
條
の
賃
借
の
申
出
に
よ
つ
て

賃
借
樫
が
設
定
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
建
物
が
第
三
者
に
引
渡
さ
れ
て
し
る
と
き

で
も
・
賃
借
灌
者
は
貸
主
に
野
し
、
賃
借
灌
に
も
と
づ
く
建
物
の
引
渡
を
講
求

す
る
こ
と
が
ξ
ゑ
！
昭
蟄
葦
戸
忍
日
書
畿
騙
設
）
は
、

こ
れ
を
肯
定
し
、
か
か
る
賃
借
灌
は
「
優
先
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
賃
借

灌
に
基
く
被
上
告
人
の
上
告
人
に
封
す
る
本
件
家
屋
引
渡
の
講
求
を
妨
げ
得
な

い
」
と
述
べ
て
し
る
。
こ
の
第
一
四
條
に
よ
る
醤
借
家
人
の
先
借
権
は
「
他
の

者
に
優
先
し
て
、
相
當
な
借
家
條
件
で
、
そ
の
建
物
を
賃
借
す
る
こ
と
が
で
ぎ

る
」
と
い
ろ
ふ
う
に
、
つ
よ
い
優
先
効
が
麦
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
事
實
上

し
ば
し
ば
土
地
所
有
者
ま
た
は
借
地
人
に
と
つ
て
迷
惑
と
な
る
こ
と
も
少
な
く

な
し
の
で
あ
る
が
、
借
家
人
の
保
護
の
た
め
に
は
、
や
む
を
え
な
し
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
弓
。
到
旨
正
當
。

　
4
　
借
家
法
第
一
條
の
一
匠
し
わ
ゆ
る
「
正
當
ノ
事
由
」
の
有
無
は
、
貸
家

人
・
借
家
人
双
方
の
事
情
の
比
較
考
量
に
よ
る
べ
き
か
、
ま
た
、
そ
の
際
、
借



家
人
が
他
に
家
を
捜
す
努
力
を
し
な
か
つ
た
と
し
弓
事
實
は
、
右
正
當
事
由
判

断
の
資
料
た
り
う
る
か
ー
昭
和
コ
五
年
ご
月
一
四
日
最
高
判
（
櫨
端
鳩
醸
四
）
の

前
段
は
、
こ
れ
ら
を
い
ず
れ
も
肯
定
し
、
い
わ
ゆ
る
正
當
事
由
は
、
當
事
者
双

方
の
必
要
の
程
度
を
比
較
し
て
決
す
べ
ぎ
で
あ
る
、
と
な
し
、
ま
た
、
そ
の
際
、

借
家
人
の
方
は
「
㌧
く
ら
住
宅
難
だ
か
ら
と
い
つ
て
そ
れ
だ
け
で
捜
し
も
し
な

い
で
が
ん
ぱ
つ
て
い
る
の
は
し
け
な
い
」
。
し
た
が
つ
て
「
既
に
ニ
カ
年
の
日

時
を
経
過
t
て
居
る
の
に
其
間
に
家
を
捜
す
等
の
協
力
を
し
た
形
跡
は
少
し
も

認
め
ら
れ
な
い
」
よ
う
な
場
合
は
、
借
家
人
側
の
誠
意
（
判
例
の
い
わ
ゆ
る
互

譲
の
精
紳
）
が
疑
わ
れ
る
、
旨
を
判
示
し
て
い
る
。

　
借
家
法
の
解
羅
蓮
用
に
つ
い
て
、
貸
家
人
・
借
家
人
双
方
の
事
情
を
比
較
到

蜥
す
べ
き
だ
と
す
る
こ
と
は
今
日
の
通
読
で
あ
り
、
本
判
旨
第
ご
段
の
趣
旨
は

正
嘗
と
い
え
る
で
あ
ろ
5
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
段
の
趣
旨
は
、
抽
象
的
．

一
般
的
に
は
、
も
と
よ
り
當
然
の
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
原
審
判
決
・
上
告

理
由
に
示
さ
れ
た
具
膿
的
事
情
か
ら
考
え
て
み
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
の
當
否

は
大
い
に
疑
わ
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
間
題
は
、
原
被
告
双
方
が

學
示
し
た
具
盟
的
事
情
を
綜
合
的
に
比
較
考
量
し
た
場
合
、
原
告
の
側
に
「
正

當
事
由
」
を
み
と
め
う
る
か
と
い
5
こ
と
i
－
す
な
わ
ち
個
別
的
な
判
断
1

な
の
で
あ
つ
て
、
一
般
的
・
抽
象
的
に
判
噺
を
い
か
に
な
す
べ
き
か
と
い
う
見

方
や
取
扱
い
の
方
法
の
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
瓢
に
お
い
て
、
本

到
決
は
、
全
く
綿
密
さ
を
敏
い
て
お
り
、
不
親
切
で
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
原
審
判
決
を
み
る
に
、
本
件
家
屋
使
用
の
目
的
た
る
「
多
敷
の

在
日
イ
ン
ド
人
の
た
め
宿
泊
並
び
に
集
會
の
場
所
を
提
供
す
る
こ
と
は
」
（
彼

等
の
多
く
は
貿
易
業
者
で
、
日
本
再
達
に
關
係
の
深
い
人
々
だ
か
ら
）
、
借
家

　
　
　
　
民
事
法
ノ
書
ト

人
等
が
「
何
等
責
む
べ
き
事
情
も
な
い
の
に
、
永
年
す
み
な
れ
た
そ
の
住
居
を

失
い
…
…
業
務
上
多
大
の
支
障
を
來
す
こ
と
」
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
何
故
な

ら
「
こ
れ
に
よ
つ
て
被
る
個
人
の
損
害
は
多
衆
の
利
釜
の
た
め
容
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
か
ら
…
…
と
い
う
理
由
が
最
も
基
本
的
な
も
の
と
さ

れ
、
こ
れ
に
、
借
家
人
側
で
移
韓
先
を
捜
さ
な
か
つ
た
と
い
弓
不
誠
意
な
ど
が

附
加
さ
れ
て
、
「
正
當
事
由
」
が
認
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
個
人
の
損
害
は
多
衆
の
利
釜

の
た
め
容
認
」
す
べ
き
だ
と
い
う
漠
然
た
る
論
理
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
そ
れ
は

抽
象
的
に
は
も
つ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
だ
け
に
、
か
え
つ
て
危
験
な
論
理
で
も

あ
る
り
ー
1
問
題
は
、
「
個
人
」
か
「
多
衆
」
か
と
い
う
軍
な
る
量
の
比
較
で
は

な
い
。
爾
者
の
利
害
の
質
こ
そ
問
題
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
し
て
み
た

場
合
、
時
折
上
京
す
る
イ
ン
ド
人
が
宿
泊
・
集
會
し
う
る
と
い
う
便
宜
の
方

が
、
生
活
の
根
嫁
地
を
う
ば
わ
れ
業
務
上
支
障
を
來
す
と
い
う
損
害
よ
り
も
、

果
し
て
重
い
と
い
い
う
る
も
の
で
兆
ろ
う
か
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
た
だ
漢
然
と
「
多
衆
の
利
釜
」
と
い
5
ご
と
き
形
式

的
な
理
由
づ
け
を
用
い
た
原
審
の
態
度
は
、
不
當
で
あ
り
、
少
く
と
も
審
理
不

垂
と
い
う
非
難
を
免
か
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
上
告
を
棄
却
し

た
本
到
決
は
正
當
と
い
い
え
な
い
。
む
L
ろ
、
「
原
判
決
は
漫
然
多
衆
の
利
釜

の
爲
め
に
は
上
告
人
は
個
人
の
損
失
を
忍
バ
で
本
件
家
屋
を
明
渡
す
べ
き
で
あ

る
と
断
じ
た
こ
と
は
未
だ
充
分
其
審
理
を
つ
く
さ
ず
…
…
」
と
い
う
長
谷
川
裁

到
官
の
少
敷
意
見
を
支
持
す
べ
き
も
の
と
考
え
た
い
。

　
5
　
借
家
法
第
三
條
の
解
約
申
入
に
は
、
必
ず
、
豫
め
六
ヵ
月
の
猶
豫
期
間

を
附
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
1
前
掲
最
高
到
の
後
段
は
、
こ
れ
を
否
定

し
、
豫
め
六
ヵ
月
の
猶
豫
期
間
を
附
さ
な
い
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
の
解
約
申
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
四
八
三
）



　
　
　
風
導
決
ノ
璽
↑

腺
無
効
な
の
で
は
な
く
、
申
入
後
六
ヵ
月
を
経
過
す
れ
ば
解
約
の
効
力
を
生
ず

る
と
解
す
べ
き
だ
、
と
す
る
。
か
か
る
猶
豫
期
間
を
定
め
た
趣
旨
は
、
解
約
申

入
と
い
う
意
思
表
示
そ
の
も
の
の
要
件
と
す
る
意
味
で
は
な
く
、
箪
に
借
家
人

保
護
の
た
め
の
一
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
、
t
た
が
つ
て
、
解
約
申
入

に
は
必
ず
L
も
豫
あ
法
定
の
猶
豫
期
間
を
附
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
、
と
解

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
判
旨
正
當
。

三
、
女
献
・
姿
料

　
1
　
輩
行
著
書

　
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
谷
口
知
平
教
授
「
ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
民
法
の
理
論
」
（
罧
鰍

囲
飴
）
、
古
山
宏
到
事
「
借
家
法
し
（
獣
鮮
）
が
出
た
ほ
か
、
珍
ら
し
く
も
二
つ
の

註
程
書
、
中
川
善
之
助
教
授
編
「
註
縄
親
族
法
（
上
）
」
（
鮪
斐
）
、
我
妻
榮
・
有
泉

享
爾
教
授
「
民
法
綴
則
・
物
樒
法
」
（
舗
淋
瀟
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
谷
口
“
教
授
の
新
著
は
、
ス
ト
ウ
チ
ュ
カ
の
「
民
…
法
教
程
」
第
一
巻
巳
晒
…
法
理
論

序
設
の
部
分
の
要
約
的
紹
介
を
試
み
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
附
録
と
し
て
、

か
つ
て
法
學
論
叢
に
載
せ
ら
れ
た
奮
稿
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
蓮
邦
民
法
第
一
條
の
意

義
」
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
文
献
で

あ
る
が
、
慾
を
い
え
ぱ
、
ス
ト
ウ
チ
ュ
カ
の
理
論
に
封
す
る
綜
合
的
な
解
説
と

批
到
と
を
つ
け
加
え
て
い
た
だ
き
た
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
編
島

氏
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
5
に
（
熾
囎
騨
刻
脇
）
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
よ
う
に
學
説
の
蛋

展
な
い
L
攣
動
の
め
ま
ぐ
る
し
い
所
で
は
、
學
読
の
内
容
的
紹
介
と
同
時
に
、

そ
の
學
説
が
い
か
に
し
て
生
ま
れ
、
ま
た
現
在
ど
う
な
つ
て
い
る
か
と
い
弓
法

學
史
上
の
地
位
づ
け
を
あ
た
え
て
お
か
な
い
と
、
正
し
い
意
昧
で
學
読
の
把
握

も
で
き
な
い
し
、
ま
た
讃
者
を
し
て
不
測
の
誤
り
に
陥
ら
L
め
る
お
そ
れ
も
多

い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
四
八
四
）

古
山
興
事
の
「
借
家
法
」
お
よ
び
コ
つ
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
は
、
判
例
そ
の

他
の
費
料
を
克
明
に
蓼
照
し
つ
つ
、
法
規
の
意
味
内
容
の
確
定
を
試
み
て
い
る

と
い
う
意
昧
で
、
解
羅
法
學
の
一
つ
の
極
黙
を
示
す
力
作
と
い
つ
て
よ
い
。

　
つ
ぎ
に
教
科
書
と
し
て
、
中
川
善
之
助
教
授
「
民
法
大
要
f
親
族
法
・
相
績

法
1
」
（
醐
騨
）
、
中
村
宗
雄
博
士
「
民
法
」
（
鰍
交
）
、
今
泉
孝
太
郎
教
授
「
新
物

灌
法
論
」
（
旛
姻
駒
翻
法
）
が
刊
行
さ
れ
た
ほ
か
、
川
島
武
宜
・
來
栖
三
郎
．
磯
田

進
諸
教
授
共
著
の
「
家
族
法
講
話
久
翻
嚇
評
）
が
世
に
お
く
ら
れ
た
。
こ
と
に

「
家
族
法
講
話
」
は
、
内
容
が
よ
く
こ
な
れ
て
お
り
、
こ
の
種
の
通
俗
啓
蒙
書
と

し
て
は
、
た
し
か
に
成
功
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
雑
誌
論
文

　
多
敷
あ
る
の
で
、
簡
輩
に
内
容
を
要
約
す
る
に
止
め
る
。

　
　
ω
尾
高
朝
雄
博
士
「
私
法
の
私
法
性
」
（
鰍
翻
財
八
）
ー
私
法
な
い
し
私
法

　
學
の
没
政
治
性
を
強
調
せ
ら
れ
る
。

　
　
の
中
川
善
之
助
教
授
「
ミ
ク
・
ネ
シ
ア
身
分
相
績
法
」
（
雛
瑚
號
四
）
ー
ミ

　
ク
・
ネ
シ
ア
の
身
分
相
績
は
母
系
型
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
綻
び
を
生

　
じ
、
父
系
型
に
轄
化
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
論
詮
さ
れ
る
。

　
　
⑧
谷
田
貝
三
郎
教
授
「
相
績
法
上
の
行
爲
の
性
質
」
（
齪
鏑
雛
五
）
ー
相
績

　
法
上
の
行
爲
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
「
身
分
と
財
産
と
の
誉
兀
性
」
を
も
つ

　
て
お
り
・
し
た
が
つ
て
民
法
縄
則
の
規
定
の
適
用
は
、
個
々
の
行
爲
に
つ
い

　
て
個
別
的
に
判
蜥
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
㈲
鈴
木
巌
彌
氏
「
抵
當
灌
に
基
く
物
上
代
位
制
度
に
つ
い
て
（
】
）
」
（
眠
鏑

　
蜷
四
）
1
抵
當
灌
に
も
と
づ
く
物
上
代
位
は
、
わ
が
國
で
は
一
般
に
、
艮
法

　
第
三
〇
四
條
そ
の
他
の
法
文
の
解
繹
上
、
い
わ
ば
法
定
債
擢
者
と
し
て
構
成

　
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
封
し
て
、
不
動
産
金
融
の
圓
滑
と
い
う
實
際
上
の



考
慮
か
ら
、
ド
イ
ッ
民
法
や
ス
イ
ス
民
法
に
お
け
る
ご
と
く
法
定
債
纏
質
と

L
て
の
理
論
づ
け
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
法
文
に
拘
泥
さ
れ
な
い
で
、
あ
え

て
統
一
的
な
理
論
構
成
を
試
み
ら
れ
る
努
力
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
⑤
宮
崎
孝
治
郎
教
授
「
新
民
法
の
實
施
性
に
關
す
る
研
究
（
一
）
」
（
甑
嫡
肱
五
）

1
改
正
民
法
の
實
施
に
つ
い
て
の
實
態
調
査
（
標
題
は
ま
ぎ
ら
わ
し
い

が
、
世
論
調
査
の
．
こ
と
き
も
の
で
あ
る
ら
し
い
）
の
報
告
で
あ
る
。
事
實
婚

主
義
よ
り
も
法
律
婚
主
義
を
可
と
す
る
意
見
の
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　
⑥
舟
橋
諄
一
教
授
「
物
的
捲
保
の
機
能
的
考
察
」
（
憔
鰍
舗
慨
號
）
f
從
來
、

輔
質
や
敷
金
の
法
律
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
論
雫
が
あ
り
、
ま

だ
必
ず
し
も
十
分
な
理
論
構
成
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
轄
質
や
敷

金
が
澹
保
の
作
用
を
捲
つ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
し
て
、

物
的
澹
保
の
機
能
的
考
察
の
必
要
を
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
見
地
に
お
い
て
、

ほ
ん
ら
い
澹
保
物
灌
の
設
定
は
、
「
債
務
の
辮
濟
が
あ
つ
た
な
ら
ば
當
然
に

原
権
利
者
た
る
携
保
権
設
定
者
に
復
蹄
す
る
と
い
う
意
味
で
、
解
除
條
件
的

に
、
交
換
償
値
に
つ
い
て
の
支
配
権
能
が
移
韓
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
」
（
｝
猷
）
。
そ
こ
で
、
こ
の
理
を
あ
て
は
め
て
考
え
、
輔
質
や
敷
金
は

債
擢
澹
保
と
い
弓
機
能
的
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法
律
的
構
成

は
、
そ
れ
ぞ
れ
客
膿
の
解
除
條
件
附
移
韓
・
あ
る
い
は
停
止
條
件
附
返
還
債

務
を
俘
う
客
騰
の
移
鱒
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
、
と
読
か
れ
る
。

　
ω
青
山
道
夫
教
授
「
改
正
民
法
と
子
の
監
護
」
（
難
融
蘭
丁
家
族
丙
に
お

け
る
親
子
關
係
④
制
度
的
永
績
性
と
い
う
人
閲
性
に
も
と
づ
い
て
、
改
正
民

法
に
お
け
る
子
の
監
護
の
諸
問
題
を
論
ぜ
ら
れ
る
。

　
⑧
同
教
援
「
一
夫
一
婦
制
家
族
の
肚
會
的
基
礎
」
（
講
灘
）
ー
ー
マ
リ
ノ
ウ

　
　
　
民
事
法
ノ
ー
ト

ス
キ
ー
一
派
の
い
わ
ゆ
る
機
能
學
派
の
見
地
に
よ
り
つ
つ
、
一
夫
一
嬌
制
婚

姻
形
態
は
、
む
し
ろ
普
邊
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
窮
極
的
に
は
人
間
理

性
の
自
然
性
に
鵡
と
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
。

　
⑨
川
島
武
宜
教
授
「
契
約
の
封
建
性
（
離
鰍
）
1
標
題
は
逆
読
的
で
あ
る

が
、
要
す
る
に
、
日
本
市
民
赴
會
に
お
け
る
契
約
は
、
襯
念
的
に
は
近
代
的

な
も
の
と
し
て
の
形
態
を
も
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
實
質
的
に

は
封
建
的
な
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
ど
論
誰
さ
れ
る
。

　
⑯
外
岡
茂
十
郎
教
授
「
氏
の
性
格
」
（
榊
歌
催
五
）
ー
改
正
民
法
に
お
け
る

氏
が
・
ま
だ
個
人
的
呼
繕
と
し
て
の
性
格
を
貫
き
え
て
い
な
い
、
と
指
摘
さ

れ
ゑ
糟
響
斜
叛
毯
喰
詫
髪
蒜
ヨ

　
肛
9
同
教
授
「
改
正
民
法
と
親
権
者
ー
特
に
子
の
氏
と
の
關
蓮
に
つ
い
て
ー
」

（
理
味
配
艇
巻
）
」
改
正
民
法
に
お
い
て
、
親
権
者
は
い
か
に
し
て
定
め
ら
れ

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
概
観
さ
れ
り
つ
、
子
の
氏
の
定
め
方
に
つ
い
て
、

な
お
奮
「
家
」
思
想
に
と
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。

　
㈹
高
野
竹
三
郎
氏
「
均
分
相
績
制
と
農
業
資
産
相
績
特
例
法
案
」
（
碑
舷
イ

ー
同
法
案
の
内
容
概
略
と
、
そ
れ
に
封
す
る
戒
能
教
授
・
杉
田
氏
等
の
批
到

を
槍
討
し
、
「
農
地
を
所
有
さ
せ
る
こ
と
、
維
持
す
る
こ
と
だ
け
に
よ
つ
て
、

從
來
以
上
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
大
し
て
期
待
が
持
て
な
い
」
こ
と
を
明

ら
か
に
さ
れ
、
け
つ
き
よ
く
「
本
法
案
は
・
農
地
の
細
分
化
防
止
と
い
う
黙

に
つ
い
て
、
憲
法
違
反
と
い
う
攻
撃
を
免
れ
ず
、
農
業
経
誉
の
安
定
を
圖

る
、
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、
農
業
政
策
的
槻
黙
か
ら
妥
當
を
敏
く
と
の
批

難
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
↑
箆
）
と
結
論
さ
れ
る
。

　
⑬
高
梨
公
之
教
授
「
婚
姻
自
由
の
肚
會
的
基
礎
に
つ
い
て
ー
婚
姻
の
實
態

と
そ
の
法
規
的
展
開
f
」
（
伽
嚇
聾
六
）
1
婚
姻
自
由
の
實
現
を
阻
む
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
セ
　
　
　
（
四
八
五
）



　
　
　
屍
事
法
ノ
ー
ト

は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
封
建
的
な
も
の
の
残
存
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

資
本
制
批
會
自
瞭
の
矛
盾
の
激
化
に
よ
る
経
濟
的
要
因
で
あ
る
。

　
⑬
今
泉
孝
太
郎
教
授
「
婚
姻
の
範
疇
論
」
（
雛
蠣
鑑
、
、
一
）
1
民
法
上
婚
姻
關

係
を
設
定
す
る
行
爲
は
、
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
一
種
の
契
約
と
解

す
べ
き
で
は
な
く
、
箪
な
る
合
意
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
働
柳
川
眞
佐
夫
判
事
「
験
後
の
借
家
問
題
と
法
解
羅
（
一
）
」
（
雛
塒
監
二
）
ー

ー
戦
後
い
ち
じ
る
し
く
深
刻
さ
を
ま
し
て
き
た
借
家
問
題
を
重
黙
的
に
摘
録

さ
れ
つ
つ
ー
と
く
に
明
渡
期
限
・
い
わ
ゆ
る
ケ
ー
ス
貸
契
約
・
解
約
と
正

當
事
由
i
、
分
配
の
衡
李
の
達
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
法
解
羅
の
一
層
進
展

す
べ
き
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
る
。
衡
平
の
精
神
を
某
調
と
す
る
借
家
法
運
用
理

論
の
展
開
は
、
ひ
ろ
く
今
後
の
法
原
理
の
動
向
に
も
一
つ
の
示
唆
を
あ
た
え

る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
⑯
渡
邊
洋
三
氏
「
家
主
の
解
約
申
入
権
に
つ
い
て
ー
借
家
法
第
一
條
ノ
コ

と
の
關
連
ー
」
（
融
購
）
ー
わ
が
國
の
借
家
關
係
が
、
表
見
に
近
代
的
契
約

と
し
て
粉
飾
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
實
は
封
建
的
構
造
の
上
に
立
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
を
分
析
さ
れ
、
借
家
法
上
み
と
め
ら
れ
て
い
る
家
主
の
解
約
申
入

灌
こ
そ
、
封
建
的
な
も
の
と
近
代
市
民
法
原
理
と
の
妥
協
を
示
す
も
の
で
あ

る
、
と
さ
れ
、
だ
か
ら
間
題
の
窮
極
的
解
決
の
た
め
に
は
、
市
民
法
原
理
の

貫
徹
を
期
す
べ
き
で
あ
り
、
「
立
法
論
と
し
て
は
、
第
一
條
の
二
の
規
定
の
前

段
「
自
ラ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合
」
は
削
除
す
べ
き
で
あ
つ

た
』
、
ま
た
「
解
繹
論
と
し
て
は
」
賃
貸
人
の
家
族
や
親
族
が
使
用
を
必
要
と

す
る
場
合
ま
で
を
「
正
當
ナ
事
由
」
の
う
ち
に
含
ま
し
め
る
べ
き
で
は
な
い

（
狂
㈹
頁
）
と
論
結
さ
れ
る
。
裁
判
官
そ
の
他
の
實
務
家
の
．
こ
と
く
現
實
の
表
面

的
事
態
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
馳
で
、
論
断
は
き
わ
め
で
直
戴
・
鮮
明
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
四
八
六
）

　
り
、
解
繹
法
學
の
超
脱
を
め
ざ
す
野
心
的
な
借
家
法
論
と
い
え
よ
う
。

　
　
㈹
古
山
宏
判
事
「
家
屋
賃
借
権
の
相
績
に
つ
い
て
」
（
劇
綱
嫁
劉
）
f
i
家
屋

　
の
賃
貸
借
は
、
そ
の
實
際
の
使
用
關
係
上
、
賃
貸
人
と
、
賃
借
人
を
代
表
者

　
と
す
る
そ
の
家
團
と
の
間
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
弓
理
論
構
成
を

　
立
て
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
賃
借
人
死
亡
後
、
そ
の
同
居
家
族
（
こ
と
に

　
相
績
人
が
別
に
あ
る
場
合
）
の
居
住
の
安
定
を
圖
ら
れ
る
。

　
3
　
資
　
　
料

「
借
地
借
家
關
係
資
料
（
二
）
」
（
踊
騙
服
）
が
、
高
島
良
一
氏
「
家
屋
の
韓
貸
借

に
つ
い
て
の
試
論
」
の
一
論
稿
と
、
「
最
近
に
お
け
る
住
宅
及
び
宅
地
の
實

状
」
・
「
借
地
借
家
關
係
事
件
統
計
表
」
の
二
資
料
を
お
さ
め
て
い
る
ほ
か
、
中

川
教
授
「
改
正
民
法
に
封
す
る
世
論
調
査
」
（
糀
蝿
蹄
四
）
i
「
新
民
法
に
封
す

る
世
論
の
支
持
は
相
當
彊
い
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
ー
、
有
泉
・
藤
田
・
幾
代

三
氏
共
同
執
筆
の
「
住
宅
實
態
調
査
報
告
ー
嚢
東
匿
竹
町
の
場
合
i
」
（
雛
塒
艦
、
一
）

が
あ
り
、
ま
た
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
號
・
コ
號
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最
高
裁
お
よ

ぴ
下
級
審
の
新
判
例
の
紹
介
・
研
究
が
多
敷
み
え
て
い
る
。
と
く
に
、
そ
の
コ

號
に
紹
介
さ
九
て
い
る
東
京
地
裁
到
快
（
蝿
肋
配
凹
年
）
が
、
借
家
法
第
一
條
の
コ

の
「
正
當
事
由
」
の
み
と
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
認
定
の
標
準
時
期
を
、
一
鷹
、

解
約
申
入
後
六
ヵ
月
の
法
定
期
間
脛
過
時
融
に
お
き
ー
L
た
が
つ
て
そ
の
當

時
に
正
當
事
由
が
具
備
さ
れ
れ
ぱ
、
解
約
は
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
ー
、

し
か
も
更
に
、
口
頭
辮
論
終
結
時
ま
で
に
お
け
る
事
情
の
攣
動
を
考
慮
す
べ
き

だ
ー
但
し
、
家
主
・
借
家
人
の
利
害
と
事
情
の
比
較
考
量
に
お
い
て
は
、
借

家
人
側
に
明
渡
義
務
不
履
行
の
責
任
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
事
情
は
家
主
側

の
そ
れ
よ
り
も
嚴
格
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
ー
と
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
借
家

法
蓮
用
の
動
向
を
示
す
る
も
の
と
し
て
、
注
目
し
て
よ
い
。



　
な
お
、
民
商
法
雑
誌
ご
五
巻
三
、
四
、
五
號
に
は
、
「
大
阪
家
庭
裁
判
所
家

事
審
到
部
決
議
集
」
（
一
四
）
、
（
一
五
）
、
（
一
六
）
が
蓮
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
〇
・
七
・
二
四
）
　
田
　
中
　
　
實

民
事
訴
訟
塗

一
、
法
　
　
令

　
イ
、
下
級
裁
判
所
の
設
立
及
び
管
轄
遜
域
に
關
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

　
　
る
法
律
（
三
月
三
一
日
・
法
三
八
）
四
月
一
日
施
行

　
ロ
、
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
四
月
一
四
日
．
法
九
六
）
一

　
　
部
帥
日
一
部
五
月
四
日
施
行

　
ハ
、
裁
判
所
職
員
の
定
員
に
關
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
四
月

　
　
一
四
日
・
法
九
七
）
施
行
全
前

　
二
、
最
高
裁
判
所
に
お
げ
る
民
事
上
告
事
件
の
審
判
の
特
例
に
關
す
る
法
律

　
　
（
五
月
四
日
・
法
＝
｝
天
）
六
月
U
日
施
行
（
施
行
期
間
満
二
年
）

　
ホ
、
弁
護
士
法
第
五
條
第
三
號
に
規
定
す
る
大
學
を
定
め
る
法
律
（
五
月
一

　
　
八
日
・
法
一
八
八
）
即
日
施
行

　
へ
、
判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
關
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
　
（
五
月
｝
ご
日
日
・
法
一
九
五
）
帥
日
施
行

　
ト
、
裁
判
官
弾
劾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
五
月
ニ
ニ
日
．
法
一
九
六
）

　
　
即
日
施
行
一
部
遡
及
適
用

　
チ
、
司
法
書
士
法
（
五
月
一
ご
一
日
・
法
一
九
七
）
七
月
一
日
施
行

　
リ
、
執
行
吏
國
庫
補
助
基
準
額
令
の
U
部
を
改
正
す
る
政
令
（
三
月
九
日
．

　
　
政
二
八
）
即
日
施
行
遡
及
適
用

　
　
　
民
事
法
ノ
ー
ト

　
ヌ
、
最
高
裁
判
所
裁
到
官
國
民
審
査
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
　
（
四
月
三
〇
日
・
政
一
〇
五
）
五
月
一
日
施
行

　
ル
、
一
般
職
た
る
裁
判
所
職
員
の
勤
務
時
問
に
關
す
る
規
則
の
隔
部
を
改
正

　
　
す
る
規
則
（
三
月
一
一
日
・
規
七
）
帥
日
施
行
遡
及
適
用

　
ヲ
、
地
方
裁
判
所
及
び
家
庭
裁
判
所
支
部
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
則
（
三
月
三
一
日
・
規
八
）
四
月
一
日
施
行

　
ワ
、
最
高
鍮
判
所
事
務
総
局
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
月
一
日
・

　
　
規
＝
一
一
）
即
日
施
行

　
力
、
家
事
審
判
規
則
の
幅
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
月
八
日
・
規
一
四
）
即

　
　
日
施
行

　
ヨ
、
特
別
家
事
審
判
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
月
八
日
・
規
一
五
）

　
　
即
日
施
行

　
タ
、
静
岡
地
方
裁
判
所
熱
海
出
張
所
設
置
規
則
（
五
月
一
】
日
・
規
コ
ハ
）

　
　
即
日
施
行

　
レ
、
外
國
弁
護
士
質
格
者
承
認
等
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
月

　
　
一
六
日
・
規
一
七
）
即
日
施
行

　
ソ
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
の
任
免
等
に
關
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　
　
す
る
規
則
（
六
月
一
日
・
規
一
八
）
即
日
施
行

　
ツ
、
外
國
弁
護
士
賛
格
者
承
認
等
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部

　
　
を
改
正
す
る
規
則
（
六
月
一
四
日
・
規
二
〇
）
即
日
施
行

　
ネ
、
裁
判
所
書
記
制
度
調
査
委
員
會
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
月

　
　
一
ご
一
日
・
規
二
一
）
即
日
施
行

（
一
）
上
告
の
制
限
　
　
最
高
裁
到
所
の
上
告
事
件
に
つ
い
て
は
、
裁
到
所

は
、
憲
法
蓮
反
も
L
く
は
判
例
砥
鯛
の
主
張
、
あ
る
ひ
は
自
ら
法
令
の
解
繹
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
四
八
七
）



　
　
　
　
疑
事
洩
ノ
聖
ト

關
す
る
重
璽
な
主
張
を
含
む
と
認
め
る
上
告
理
由
に
基
づ
い
て
、
調
査
を
す
れ

ぱ
足
り
る
こ
と
に
な
つ
た
。
最
高
裁
到
所
の
負
搬
輕
減
の
た
め
已
む
こ
と
を
え

な
い
當
座
の
感
急
措
置
（
前
掲
二
）
。
短
期
の
施
行
期
間
を
豫
定
し
た
輩
行
立

法
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
、
提
起
せ
ら
れ
た
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
中
村
宗

雄
博
士
「
最
高
裁
判
所
の
負
捲
輕
減
と
民
事
訴
訟
制
度
の
改
革
」
早
法
コ
五
巻

三
・
四
合
併
號
、
参
照
。

（
コ
）
書
記
官
研
修
所
の
設
置
・
警
察
官
史
の
出
動
・
等
　
　
前
揚
・
は
、
裁

到
所
書
記
官
所
修
所
を
設
け
る
た
め
、
裁
到
所
法
に
一
四
の
；
五
六
の
コ
・
五

六
の
三
を
加
へ
、
同
四
一
亙
・
四
二
1
5
・
等
々
お
よ
び
槍
察
臆
法
一
九
1
3
・

弁
護
士
法
五
2
・
等
に
所
要
の
改
正
を
施
す
。
ま
た
、
裁
七
一
の
二
を
加
へ
て
、

法
廷
の
秩
序
の
維
持
の
た
め
合
議
制
の
場
合
の
裁
到
長
ま
た
は
一
人
制
の
場
合

の
裁
判
官
が
警
察
官
吏
の
派
出
を
要
求
し
弓
る
旨
を
明
示
し
、
同
六
一
の
三
の

新
設
そ
の
他
に
よ
り
、
少
年
保
護
司
を
塵
し
て
少
年
調
査
官
を
置
き
同
調
査
官

補
を
設
け
る
等
の
改
正
を
規
定
し
た
。

（
三
）
そ
の
他
の
法
律
　
　
イ
は
管
轄
匠
域
の
小
改
訂
。
ホ
は
、
弁
護
士
法
五

3
が
五
年
以
上
大
學
の
學
部
・
專
攻
科
・
大
學
院
に
お
い
て
法
學
の
教
授
・
助

教
授
の
職
に
あ
つ
た
者
に
弁
護
士
た
る
の
資
格
を
認
め
て
ゐ
ろ
の
を
受
け
て
、

同
號
に
い
は
ゆ
る
大
學
を
、
學
校
教
育
法
に
よ
る
大
學
で
法
學
を
研
究
す
る
大

學
院
の
置
か
れ
て
ゐ
る
も
の
叉
は
奮
大
學
令
に
よ
る
大
學
と
指
定
す
る
。
へ
は

國
會
の
構
成
の
攣
更
に
俘
ふ
規
定
の
整
理
。
ト
は
裁
到
官
弾
劾
裁
判
所
を
裁
判

官
揮
劾
裁
判
所
と
改
欝
す
る
等
の
小
改
正
。
チ
は
司
法
書
士
法
の
全
部
改
正
。

（
四
）
政
令
と
規
則
　
　
ヌ
は
公
職
選
學
法
の
成
立
に
俘
ふ
規
定
の
整
理
。
ヲ

は
管
轄
匠
域
の
小
改
訂
。
カ
は
、
五
六
の
コ
を
加
へ
て
財
産
分
與
に
關
す
る
審

到
の
申
立
に
つ
い
て
臨
時
の
必
要
な
庭
分
が
で
き
る
も
の
と
し
、
八
八
1
の
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
Q
　
　
　
（
四
八
八
）

置
と
い
ふ
交
字
を
削
る
。
ヨ
は
第
コ
章
創
除
の
跡
仕
末
的
整
理
の
ほ
か
、
第
四

章
の
二
と
し
て
生
活
保
護
法
に
規
定
す
る
事
件
（
コ
O
の
二
な
い
し
六
）
を
加

へ
、
第
五
章
を
精
紳
徳
生
法
に
規
定
す
る
事
件
と
改
稗
す
る
。
ソ
は
ロ
に
慮
じ

る
小
改
正
。

二
、
判
　
　
例

〔
一
〕
控
訴
人
X
申
請
の
誼
人
が
X
か
ら
ば
か
り
で
な
く
被
控
訴
人
Y
か
ら
も

聞
い
た
と
し
、
あ
る
ひ
は
X
Y
の
封
話
に
同
席
し
て
聞
い
た
と
し
て
供
述
し
た

誰
言
を
、
X
か
ら
の
傳
聞
謹
言
で
あ
つ
て
探
用
に
値
し
な
い
と
言
つ
て
排
斥
し

た
到
決
理
由
は
、
採
謹
の
法
則
に
蓮
反
す
る
か
。

　
　
最
高
民
集
三
巻
三
八
三
頁
（
一
〇
號
｝
頁
）
。

　
　
一
九
四
九
・
九
・
六
、
小
法
廷
判
決
、
破
棄
差
戻
。

　
　
長
谷
川
（
長
）
・
井
上
・
島
・
河
村
・
穗
積
、
全
員
一
致
。

　
控
訴
審
は
X
申
請
の
謹
人
A
・
B
・
C
の
謹
言
を
「
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
菊
控

訴
人
か
ら
の
傳
聞
謹
言
で
あ
つ
て
探
用
に
値
し
な
い
」
と
い
つ
て
排
斥
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
A
と
B
と
は
Y
か
ら
も
聞
い
た
と
こ
ろ
だ
と
言
つ
て
誼
言
し
て
ゐ

る
の
で
あ
り
、
C
は
X
Y
の
取
引
に
同
席
關
與
し
た
と
構
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
馳
を
と
ら
へ
X
か
ら
上
告
。
最
高
裁
は
上
告
を
容
れ
た
。
ー
原
審

の
読
示
が
不
親
切
で
あ
つ
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
X

か
ら
の
傳
聞
讃
言
に
す
ぎ
ぬ
と
い
弓
表
現
が
、
こ
の
場
合
、
形
式
的
に
A
B
C

の
Y
と
の
不
接
鰯
を
表
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
些
か
疑
は
し
い
。

謹
明
の
封
象
は
X
Y
間
の
贈
與
契
約
の
存
否
で
あ
る
が
、
原
到
決
の
理
由
欄
の

全
文
を
通
讃
し
、
上
告
理
由
に
摘
示
せ
ら
れ
た
A
・
B
・
C
の
謹
言
を
併
せ
考

へ
る
と
、
む
し
ろ
此
庭
で
は
原
到
決
は
、
實
質
的
に
、
Y
の
意
思
が
贈
與
に
あ

つ
た
か
否
か
に
つ
き
、
A
・
B
・
C
は
X
の
説
明
に
よ
る
ほ
か
諒
解
し
え
な
い



關
係
に
あ
つ
た
も
の
と
認
め
、
そ
の
謹
言
に
措
信
し
え
な
い
旨
を
表
現
し
た
趣

旨
と
、
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

〔
コ
〕
統
制
法
規
に
違
反
す
る
契
約
の
當
事
者
で
あ
つ
て
も
、
假
庭
分
取
潰
の

特
別
事
情
を
主
張
で
き
る
か
。

　
　
最
高
民
集
三
巻
四
〇
九
頁
（
一
〇
號
二
七
頁
）
。

　
　
　
一
九
四
九
・
九
・
一
〇
、
小
法
廷
判
決
、
棄
却
。

　
　
霜
山
（
長
）
・
栗
山
・
小
谷
・
藤
田
、
全
員
一
致
。

　
原
審
に
お
い
て
上
告
人
は
、
被
上
告
人
の
主
張
す
る
契
約
が
統
制
法
規
に
違

反
し
犯
罪
に
あ
た
る
行
爲
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
假
庭
分
取
漕
の

た
め
の
特
翼
事
情
存
在
の
主
張
に
封
抗
し
た
が
、
原
審
は
こ
の
瓢
を
審
理
す
る

こ
と
な
く
、
金
銭
的
補
償
の
適
性
と
被
上
告
人
の
異
常
の
損
害
と
の
み
を
認
定

し
て
、
假
威
分
取
消
の
第
一
審
到
決
を
維
持
し
た
。
上
告
人
は
犯
罪
に
あ
た

る
場
合
の
．
こ
と
き
は
特
別
事
情
存
在
の
主
張
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
つ
て

孚
ふ
。
判
旨
は
・
實
豊
上
の
権
利
に
つ
い
て
審
理
す
る
べ
轡
で
は
な
い
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
こ
の
上
告
を
斥
け
る
も
の
で
あ
る
。
ー
特
別
事
情
に
よ
る

假
庭
分
の
取
清
に
つ
い
て
被
保
全
権
利
の
存
否
を
到
蜥
す
る
べ
き
も
の
で
な
い

と
い
ふ
こ
と
は
先
頃
の
判
決
が
判
示
し
た
ば
か
り
で
あ
る
（
糧
編
嘱
諜
鶴
捲
四
切
舘
獺

曙
跡
蜘
鵬
↑
）
。
同
じ
理
由
か
ら
假
庭
分
債
務
者
の
實
豊
上
の
灌
利
に
つ
い
て
も
審

理
す
る
べ
き
で
な
い
。
統
制
法
規
蓮
反
の
有
無
を
審
理
す
る
が
．
こ
と
き
は
實
膣

上
の
権
利
の
問
題
で
あ
る
。
上
告
を
斥
け
る
到
旨
は
正
當
。

〔
三
〕
行
政
威
分
の
執
行
停
止
を
求
め
る
假
庭
分
申
請
事
件
の
第
＝
審
係
馬
中

に
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
が
施
行
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
同
法
一
〇
1
の

執
行
停
止
の
申
講
と
し
て
裁
到
す
る
べ
き
か
。

　
　
最
高
民
集
三
巻
四
五
四
頁
（
一
〇
號
七
二
頁
）
。

　
　
　
　
民
亭
法
ノ
ー
ト

　
　
　
一
九
四
九
・
一
〇
・
四
、
小
法
廷
判
決
、
破
殿
自
判
。

　
　
長
谷
川
（
長
Y
井
上
・
河
村
・
穗
積
、
全
員
一
致
。

　
原
審
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
を
と
り
、
理
由
の
當
否
を
到
断
し
た
上
、
控

訴
を
棄
却
し
て
、
假
庭
分
申
請
却
下
の
原
判
決
を
維
持
L
た
。
上
告
入
は
同
法

附
則
1
を
根
族
と
L
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
一
〇
狂
の
適
用
な
く
、
民
訴
法
に

よ
る
假
庭
分
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
判
旨
は
い
づ
れ
の
見

解
に
も
與
せ
ず
、
原
到
決
と
第
一
審
判
決
と
を
、
と
も
ど
も
破
殿
す
る
と
共

に
、
假
庭
分
の
申
請
を
却
下
す
る
。
i
假
庭
分
事
件
係
馬
中
に
行
訴
法
の
施

行
が
あ
つ
た
と
き
同
法
附
則
の
適
用
が
な
い
こ
と
は
、
最
近
に
先
例
が
明
か
に

し
た
所
で
あ
る
（
騒
幅
義
讐
淀
雛
牝
鰍
猫
噸
～
涼
）
。
假
庭
分
の
制
度
と
行
訴
一
〇
1
の

執
行
停
止
の
制
度
と
は
、
要
件
も
手
績
も
敷
果
も
異
る
全
く
別
の
制
度
で
あ
る

か
ら
、
前
諸
を
後
者
と
看
倣
し
て
裁
到
す
る
こ
と
も
無
謀
で
あ
る
。
到
旨
が
正

當
Q〔

四
〕
宅
地
お
よ
び
家
屋
六
件
を
一
括
し
て
四
萬
圓
で
費
買
し
た
に
つ
き
、
一

方
の
當
事
者
が
そ
の
う
ち
の
某
件
は
時
償
八
八
O
O
圓
で
四
萬
圓
の
百
分
の
ニ

ニ
に
當
る
と
陳
述
し
、
相
手
方
が
こ
れ
を
璽
は
な
か
つ
た
と
き
、
右
件
は
八
八

O
O
圓
で
費
買
せ
ら
れ
た
も
の
と
認
定
で
き
る
か
。

　
　
最
高
民
集
三
巷
四
八
五
頁
（
｝
一
號
一
頁
）
。

　
　
一
九
四
九
・
一
一
・
八
、
小
法
廷
列
決
、
　
一
部
破
殿
差
戻
。

　
　
長
谷
川
（
長
Y
井
上
・
島
・
河
村
・
穗
積
、
全
員
一
致
。

　
右
の
陳
述
か
ら
分
る
こ
と
は
某
件
の
時
債
だ
け
で
あ
る
、
そ
れ
が
四
萬
圓
の

百
分
の
一
コ
一
に
當
る
と
い
ふ
こ
と
は
算
敷
上
當
然
の
こ
と
を
言
つ
た
に
す
ぎ
な

い
、
時
償
と
費
買
代
金
と
は
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
、
殊
に
そ
の
も
の
に
つ

い
て
統
制
慣
格
が
あ
る
と
き
は
簡
輩
に
統
制
贋
格
を
超
え
る
費
買
を
推
断
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ハ
一
　
　
　
　
（
四
八
九
）



　
　
　
　
民
事
法
ノ
聾
ト

ベ
き
で
な
い
、
從
つ
て
右
の
陳
述
の
み
か
ら
費
債
八
八
O
O
圓
と
認
定
し
た
原

到
決
に
は
、
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
、
到
旨
は
か
や
う
に
言
つ
て
い
る
。
ー

1
原
審
は
こ
れ
に
反
し
四
萬
圓
の
百
分
の
ニ
コ
に
當
る
と
い
ふ
陳
述
を
費
買
代

債
と
し
て
の
比
率
を
言
つ
た
も
の
と
見
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
時
慣
か
ら
費

贋
を
推
断
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
で
は
な
く
、
・
右
の
陳
述
を
費
慣
の
表
白
と
認
め

た
こ
と
の
當
否
に
あ
ら
う
。
そ
こ
に
上
告
を
許
す
べ
き
底
の
纏
験
法
則
蓮
背
が

あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

〔
五
〕
請
求
の
一
部
に
つ
い
て
控
訴
審
で
請
求
の
減
縮
が
あ
つ
た
場
合
に
、
残

飴
の
部
分
に
つ
き
第
一
審
の
判
決
を
攣
更
す
る
理
由
が
な
い
と
き
は
、
控
訴
棄

却
が
で
き
る
か
。

　
　
最
高
民
集
三
巷
四
九
五
頁
（
一
一
號
＝
頁
）
。

　
　
一
九
四
九
・
、
一
一
・
八
、
小
法
妊
判
決
、
棄
却
。

　
　
長
谷
川
（
長
Y
井
上
・
島
・
河
村
・
穗
積
、
全
員
一
致
。

　
控
訴
を
棄
却
す
る
と
原
到
決
主
文
の
全
部
が
維
持
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、
當
事
者
が
申
立
て
な
い
事
項
に
つ
い
て
裁
到
し
た
に
露
す
る
、
原
判
決
の

攣
更
を
す
る
べ
き
だ
、
と
い
ふ
の
が
上
告
人
の
主
張
で
あ
る
。
到
旨
は
原
審
の

控
訴
棄
却
を
支
持
し
て
上
魯
を
棄
却
。
ー
訴
の
取
下
に
あ
た
れ
ば
訴
訟
繋
驕

の
遡
及
清
滅
に
よ
り
、
諸
求
の
拗
棄
に
あ
た
れ
ば
確
定
到
決
に
代
は
る
調
書
の

敷
力
に
よ
り
、
請
求
の
減
縮
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
當
然
に
原
到
決
を
失
敷
せ

L
め
、
控
訴
は
残
飴
の
部
分
に
封
す
る
も
の
と
な
る
か
ら
、
控
訴
棄
却
が
第
一

審
判
決
の
全
部
を
維
持
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
判
旨
正
嘗
。
以
前
か

ら
の
到
例
の
踏
襲
。

〔
六
〕
原
告
の
有
す
る
日
本
の
國
籍
が
出
生
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
國
籍
の
同

復
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
は
適
法
か
。

六
二

（
四
九
〇
）

　
　
最
高
民
集
三
巻
五
〇
七
頁
（
二
一
號
一
頁
）
。

　
　
一
九
四
九
。
二
嶋
二
輔
O
、
小
法
廷
判
決
、
破
棄
肉
判
。

　
　
長
谷
川
（
長
）
・
島
・
河
村
・
穂
積
、
全
員
一
致
。

　
原
審
（
疎
埋
吐
雛
鱒
渤
）
は
如
上
の
確
認
に
よ
つ
て
原
告
が
ア
メ
リ
カ
の
國
籍
を

保
有
し
う
る
關
係
か
ら
色
々
の
特
権
を
享
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
る
結
果
を

指
摘
し
て
確
認
の
利
釜
を
肯
定
L
た
が
、
上
告
人
（
國
）
は
そ
れ
が
過
去
の
事
實

の
確
認
を
求
め
る
に
露
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
原
判
決
の
當
否
を
争
ふ
。
判
旨

は
被
上
告
人
の
請
求
が
ア
メ
リ
カ
の
國
籍
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
も

の
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
論
じ
、
か
や
弓
な
訴
に
つ
い
て
日
本
の
裁
判
所
は
裁
判

権
を
も
た
ぬ
と
断
じ
て
、
原
判
決
を
破
棄
、
訴
を
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
。

f
i
法
律
關
係
の
過
去
に
お
け
る
存
否
の
確
認
請
求
を
許
す
べ
き
で
な
い
と
す

る
我
國
の
通
読
・
到
例
の
見
解
は
、
本
件
の
．
こ
と
き
に
適
用
す
る
に
つ
い
て
も
、

別
に
除
外
例
を
認
め
る
べ
き
必
要
を
見
な
い
。
い
は
ん
や
出
生
に
よ
る
か
國
籍

同
復
に
よ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
箪
な
る
事
實
に
過
ぎ
な
い
。
か
や
う
な
過
去
の

事
實
の
確
認
を
求
め
る
眞
意
は
、
ア
メ
リ
カ
國
籍
保
有
の
確
認
を
得
よ
う
と
す

る
に
あ
る
こ
と
疑
な
い
。
さ
う
し
て
さ
や
弓
な
講
求
は
我
國
の
裁
到
所
の
裁
劃

に
服
す
る
べ
き
で
な
い
こ
と
到
旨
の
い
ふ
と
ほ
り
で
あ
る
。
判
旨
正
當
。

〔
七
〕
上
告
審
へ
邊
付
す
る
訴
訟
記
録
に
は
控
訴
審
判
決
の
原
本
を
添
附
す
る

べ
き
か
、
正
本
で
足
り
る
か
。

　
　
最
高
民
集
四
巻
一
一
頁
（
一
號
一
一
頁
）
。

　
　
一
九
五
〇
・
一
・
二
六
、
小
法
廷
判
決
、
棄
却
。

　
　
斎
藤
（
長
Y
澤
田
・
眞
野
・
岩
松
、
全
員
一
致
。

　
民
訴
三
九
ご
は
判
決
原
本
の
終
局
的
保
管
の
問
題
に
關
し
上
訴
の
際
の
邊
付

の
間
題
に
關
し
な
い
こ
と
、
本
條
に
く
ら
べ
三
六
九
は
正
本
で
足
る
旨
を
規
定



し
て
ゐ
な
い
こ
と
、
等
を
理
由
と
し
て
、
上
告
人
は
、
上
告
審
へ
邊
付
せ
ら
れ
る

訴
訟
記
録
に
は
控
訴
審
判
決
の
原
本
を
添
附
す
る
べ
き
も
の
と
主
張
す
る
。
判

旨
は
確
定
の
先
例
に
從
つ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
i
條
文
の
形

式
的
な
解
羅
と
し
て
は
原
本
添
附
読
が
相
當
で
あ
ら
弓
。
し
か
し
正
本
を
用
い

て
も
原
本
閲
覧
の
途
が
あ
る
以
上
、
當
事
者
の
利
釜
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な

い
。
既
を
献
て
亡
論
じ
る
程
の
こ
と
で
は
な
く
、
實
務
の
便
宜
に
從
ふ
が
よ
い
。

〔
八
〕
特
定
の
松
材
の
引
渡
を
命
じ
る
到
決
の
主
文
に
松
材
を
特
定
す
る
に
足

る
表
示
が
な
い
と
き
は
・
判
決
理
由
に
徴
し
主
文
表
示
の
松
材
が
特
定
の
松
材

を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
つ
て
も
、
判
決
は
違
法
で
あ
る
か
。

　
　
最
高
民
集
四
巻
六
〇
頁
（
二
號
三
八
頁
）
Q

　
　
一
九
五
〇
・
二
・
一
四
、
小
法
延
判
決
、
棄
却
。

　
　
長
谷
川
（
長
）
・
井
上
・
島
・
河
村
・
穗
積
、
全
員
一
致
。

　
到
旨
は
こ
れ
を
否
定
す
る
。
主
文
掲
記
の
判
断
の
意
昧
内
容
が
理
由
の
記
載

に
照
ら
し
て
決
定
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
當
然
。
（
判
決
は
全
一
）
。

〔
九
〕
刑
事
判
決
に
お
い
て
存
在
の
認
め
ら
れ
た
債
灌
に
つ
い
て
、
不
存
在
の

認
定
を
す
る
こ
と
は
、
蓮
法
か
。

　
　
最
高
民
集
四
巻
七
五
頁
（
二
號
五
三
頁
）
。

　
　
一
九
五
〇
・
二
・
二
八
、
小
法
廷
判
決
、
棄
却
Q

　
　
長
谷
川
（
長
Y
井
上
・
島
・
河
村
・
穗
積
、
全
員
一
致
。

　
目
的
と
構
造
し
た
が
つ
て
資
料
と
の
相
建
か
ら
認
定
の
喰
蓮
ひ
は
不
可
避
で

あ
り
、
ま
た
憂
慮
に
及
ば
ぬ
。
差
支
へ
が
な
い
と
す
る
判
旨
は
正
當
で
あ
る
が
、

「
刑
事
判
決
で
存
在
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
と
い
5
こ
と
は
た
だ
そ
の
判
決

　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち

を
し
た
裁
到
官
が
そ
う
思
つ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
果
し
て
眞
實
に
存
在

し
た
か
ど
5
か
は
別
問
題
で
あ
る
」
（
傍
霜
筆
者
）
と
い
ふ
の
は
、
い
か
が
な
も
の

　
　
　
　
民
事
法
ノ
ー
ト

で
あ
．
ら
う
。

〔
一
〇
〕
法
律
事
務
取
扱
取
締
法
第
コ
條
に
あ
た
ら
ぬ
一
例
。

　
　
最
高
民
集
四
巷
九
三
頁
（
二
號
七
一
頁
）
。

　
　
一
九
五
〇
・
二
・
二
八
、
小
法
廷
判
決
、
棄
却
。

　
　
長
谷
川
（
長
）
・
井
上
・
島
・
河
村
・
穗
積
、
全
員
一
致
。

　
紛
雫
の
あ
る
土
地
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
最
初
か
ら
訴
訟
手
段
に
よ

つ
て
濯
利
を
實
行
す
る
考
で
こ
れ
を
買
受
け
、
買
受
と
同
時
に
訴
訟
の
準
備
を

L
、
早
く
も
十
一
日
目
に
は
假
庭
分
の
申
請
を
し
た
と
い
ふ
事
情
に
あ
り
、
し

　
べか

も
右
の
買
受
に
は
い
は
ゆ
る
事
件
屋
が
關
與
し
て
ゐ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
必

ず
し
も
同
法
同
條
に
あ
た
る
買
受
と
は
言
ひ
え
な
い
（
判
旨
）
。
こ
の
法
律
は
辮

護
士
法
九
コ
に
よ
つ
て
慶
止
せ
ら
れ
、
右
條
は
そ
の
七
三
に
引
纈
が
れ
て
ゐ
る

こ
と
に
注
意
。

三
、
そ
の
他

（
一
）
文
献
　
　
兼
子
一
教
授
の
『
到
例
民
事
訴
訟
法
』
弘
文
堂
は
民
事
法
判

例
研
究
會
で
捲
當
せ
ら
れ
た
判
例
研
究
を
集
め
た
も
の
、
『
民
事
法
研
究
・
第

一
巻
』
弘
文
堂
の
再
刊
と
と
も
に
、
教
授
の
理
論
を
知
る
の
に
便
利
で
あ
る
。

雑
誌
論
文
で
は
、
同
じ
入
の
「
上
級
審
の
裁
判
の
拘
束
力
」
法
協
六
八
巻
五
號

と
、
中
村
宗
雄
博
士
の
前
出
早
法
コ
五
雀
の
論
文
と
が
目
立
つ
。
併
せ
て
、
宮

崎
澄
夫
教
授
の
『
刑
事
訴
訟
法
』
評
論
肚
法
律
學
杢
書
は
訴
訟
法
の
基
礎
理
論

と
し
て
重
要
な
も
の
を
含
み
、
今
泉
孝
太
郎
教
授
『
新
物
灌
法
論
一
帝
國
到
例

法
規
出
版
肚
は
訴
訟
法
と
の
交
錯
に
留
意
し
た
優
れ
た
民
法
書
で
あ
る
。

（
コ
）
學
會
　
　
民
事
訴
訟
法
學
會
は
三
月
三
〇
日
中
央
大
學
で
研
究
会
を
開

ぎ
、
中
村
宗
雄
博
士
の
報
告
を
中
心
と
し
て
上
告
制
限
の
間
題
を
討
議
し
た
ほ

か
、
五
月
六
日
・
六
月
コ
四
日
爾
日
k
も
研
究
會
を
催
し
た
。
こ
の
間
、
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
（
四
九
一
）



　
　
　
　
民
亭
決
ノ
馨
ト

コ
O
・
一
＝
爾
日
に
慶
照
義
塾
大
學
で
日
本
私
法
學
會
、
一
二
日
夕
に
は
中
央

大
學
で
民
事
訴
訟
法
學
會
の
絡
會
が
開
か
れ
た
。

（
三
）
誤
到
事
件
懲
戒
決
定
　
　
六
月
コ
七
日
の
官
報
に
よ
る
と
、
最
高
裁
判

所
大
法
廷
は
六
月
＝
四
日
、
誤
判
事
件
に
つ
き
、
昭
和
コ
五
分
第
一
號
事
件
と

し
て
決
定
を
下
し
、
問
題
の
四
人
の
裁
到
官
は
最
高
裁
到
所
判
事
と
し
て
の
職

務
の
途
行
に
必
要
な
注
意
を
敏
い
た
も
の
で
、
裁
四
九
に
い
は
ゆ
る
職
務
上
の

義
務
に
蓮
反
し
た
も
の
に
あ
た
る
と
し
、
裁
分
限
法
コ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を

過
料
一
萬
圓
に
庭
し
た
。
前
同
に
も
力
説
し
た
や
う
に
、
本
件
の
ご
と
き
に
政

治
的
解
決
を
企
圖
す
る
の
は
嚴
戒
す
る
べ
き
邪
道
で
あ
る
。
遅
れ
ば
せ
な
が

ら
、
こ
こ
に
正
道
を
踏
ん
だ
塵
置
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
大
き
な
慶
び
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
右
の
決
定
に
つ
い
て
は
少
敷
意
見
が
あ
り
、
田
中
・
塚
崎
・

澤
田
の
三
裁
到
官
は
戒
告
を
相
當
と
論
じ
、
眞
野
裁
判
官
は
分
限
法
を
蓮
憲
と

断
じ
て
申
立
を
却
下
す
る
べ
し
と
述
べ
た
。
戒
告
を
相
當
と
す
る
意
見
に
は
理

由
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
司
法
部
の
威
信
を
損
じ
た
鮎
む
し
ろ
過
料
が

ふ
さ
は
L
い
・
と
反
論
し
て
置
く
ほ
か
な
い
。
眞
野
裁
判
官
が
裁
到
所
規
則
に

法
律
を
も
つ
て
し
て
も
侵
し
え
な
い
固
有
の
分
野
を
認
め
る
べ
L
と
論
じ
る
馳

は
、
本
欄
が
早
く
か
ら
主
張
し
て
ゐ
る
こ
と
で
、
双
手
を
撃
げ
て
賛
成
す
る

が
、
懲
戒
が
全
部
的
に
規
則
の
分
野
に
は
い
る
と
い
ふ
所
論
は
疑
問
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
前
同
本
欄
（
㌫
礪
監
、
二
）
に
自
叢
的
善
慮
を
求
め
た
慮
置
を
非
難
し
で

懲
戒
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
ご
長
官
の
交
替
を
機
縁
と
し
て
最
高
裁
判
所

の
態
度
が
改
．
め
ら
れ
る
に
至
り
、
今
同
あ
た
か
も
本
欄
主
張
の
と
ほ
り
に
結
末

の
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
、
深
く
満
足
に
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
〇
・
七
・
二
六
稿
）
　
伊
　

盲
㊥
　
　
乾

六
四

（
四
九
出
）


